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2024 年 7 月 

佛教大学通信教育課程 

 

『佛教大学通信教育課程入学要項 2024』2 刷の変更点 

  

2024 年 6 月に発行しました『佛教大学通信教育課程入学要項 2024』2 刷につき

まして、2023 年 12 月に発行した同冊子１刷より、ページ構成・表記を変更してお

ります。 

以下に変更点をまとめますので、ご確認ください。 

 

Ⅰ.主な変更点 

1.科目履修コース ページ構成の変更・開講科目表の追加・・・・・2 

2.科目履修コース 教育委員会への確認事項および方法について・・3 

3.科目履修コース 特例制度による幼稚園教諭免許状・保育士 

資格課程の募集について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

   4.免許法認定通信教育の開設について・・・・・・・・・・・・・ 4 

Ⅱ.〔1 刷〕→〔2 刷〕各ページの修正点 

  はじめに＞募集概要（全課程・コース共通）・・・・・・・・・・・5 

           ＞科目の履修方法 

＞2024 年度スクーリング開講科目概要・・・・・・・・5 

  教員免許状・資格の取得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

  課程本科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

  科目履修コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

  各種実習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 
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Ⅰ.主な変更点 

Ⅰ. 主な変更点 

 

1. 科目履修コース ページ構成の変更・開講科目表の追加 

 ・根拠法令の掲載順を変更しています。 

・開講科目について、1 刷では、根拠とする法令に関わらず共通の開講科目表を確

認いただいておりましたが、２刷では、同校種他教科の免許状の取得（第 6 条別

表第 4）・所持している教員免許状に隣接する学校種の免許状の取得（第 6 条別表

第 8）の開講科目表を、他法令とは別途掲載しています。 

・以下のとおり、取得に不足する単位の修得（以下、第 5 条別表第 1）、所持する免

許状を上級免許状にする（以下、第 6 条別表第 3），特別支援学校教諭免許状の取

得・上級免許状にする（以下、第 6 条別表第 7）は p.109～126、同校種他教科

の免許状の取得（以下、第 6 条別表第 4）は p.128～136、所持している教員免

許状に隣接する学校種の免許状の取得（以下、第 6 条別表第 8）は p.139～151

の開講科目表を確認してください。 

 

＜１刷（変更前）＞ 

 

（次ページ参照） 
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Ⅰ.主な変更点 

 ＜2 刷（変更後）＞ 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.科目履修コース 教育委員会への確認事項および方法について 

1 刷では、すでに教員免許状をお持ちの方が教育職員免許法第 6 条関係を根拠に

他の教員免許状を取得する場合の履修登録科目について、都道府県教育委員会にて履

修指導が必要である旨を記載していました。2 刷では、教育委員会への確認事項およ

び方法を以下（〔2 刷〕p.105 下部より抜粋）のとおり具体的に記載しています。 

履修登録科目の確認の際には、以下と各法令の説明ページ※の「履修科目につい

て」「都道府県教育委員会への確認事項および方法について」を必ず事前に確認のう

え、教育委員会への確認を行ってください。 

※第 6 条別表第 3…〔2 刷〕p.107 

  第 6 条別表第 7…〔2 刷〕p.108 

   第 6 条別表第 4…〔2 刷〕p.127 

   第 6 条別表第 8…〔2 刷〕p.137～138 

 

 

 

 

 

 

 

⋙ 教育職員免許法第 6 条関係を根拠に教員免許状取得を検討する場合の都道

府県教育委員会への確認事項および方法について 

1. pp.107～108、p.127、pp.137～138 を参照し、該当する根拠法令を自身

で確認する 

2. 教員としての在職年数が必要な場合、勤務形態や勤務年数を自身で確認する

(不明な場合は必ず勤務先に確認すること) 
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Ⅰ.主な変更点 

3. 所轄(現職の方は勤務校所在地、現職でない方は居住地)の都道府県教育委員会

への問い合わせ方法を、該当のホームページ等で確認する 

(確認方法の指定や予約が必要な場合があります) 

4. 所轄の都道府県教育委員会への確認にあたって、必要な書類およびこの冊子を

提示できるよう準備する 

5. 所轄の都道府県教育委員会にて、教育職員検定の内容をふまえ、「自身が教育職

員免許法第 6 条関係を根拠に教員免許状の申請を行うことが可能であるか」を

確認する 

6. 教育職員免許法第 6 条関係を根拠に教員免許状の申請が可能な場合は、都道府

県教育委員会へ「法定科目区分に対する必要単位」を確認する 

7. 都道府県教育委員会へ確認した必要単位をふまえ、pp.107～151 と照らし合わ

せて履修が必要な科目を選択・登録する 

 

 

3.科目履修コース 特例制度による幼稚園教諭免許状・保育士資格課程の募集について 

1 刷では、本特例制度が 2024 年度末（2025 年 3 月）までの適用であることに伴

い、前期（4 月 1 日付入学）のみ出願可能と記載していましたが、認定こども園法一

部改正法及び教育職員免許法が 2024 年 6 月に改正されました。2024 年度後期

（10 月 1 日付入学）募集については、ホームページを確認してください。 

 

 

4.免許法認定通信教育の開設について 

1 刷では 2024 年度は申請予定と記載していましたが、開設が確定したため、申請

予定の文言を削除しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 所轄(現職の方は勤務校所在地、現職でない方は居住地)の都道府県教育委員

会への問い合わせ方法を、該当のホームページ等で確認する 

(確認方法の指定や予約が必要な場合があります) 

4. 所轄の都道府県教育委員会への確認にあたって、必要な書類およびこの冊子

を提示できるよう準備する 

5. 所轄の都道府県教育委員会にて、教育職員検定の内容をふまえ、「自身が教

育職員免許法第 6 条関係を根拠に教員免許状の申請を行うことが可能である

か」を確認する 

6. 教育職員免許法第 6 条関係を根拠に教員免許状の申請が可能な場合は、都道

府県教育委員会へ「法定科目区分に対する必要単位」を確認する 

7. 都道府県教育委員会へ確認した必要単位をふまえ、pp.107～151 と照らし

合わせて履修が必要な科目を選択・登録する 
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Ⅱ.〔1 刷〕→〔2 刷〕各ページの修正点 

※見出しのページ数：〔1 刷〕 

  修正文中のページ数：〔2 刷〕 

Ⅱ. 〔1 刷〕→〔2 刷〕各ページの修正点 

※見出しのページ数は〔1 刷〕、修正文中のページ数は〔2 刷〕のページを示しています。 

 

p.2 はじめに＞募集概要（全課程・コース共通） 

 

 

 

p.14① はじめに＞科目の履修方法＞2024 年度スクーリング開講日程概要 

修正後）2024 年 6 月 

 

削 除 

 
 

削  除 
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Ⅱ.〔1 刷〕→〔2 刷〕各ページの修正点 

※見出しのページ数：〔1 刷〕 

  修正文中のページ数：〔2 刷〕 

 

p.14② はじめに＞科目の履修方法＞2024 年度スクーリング開講日程概要 

＜修正前＞                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜修正後＞ 
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Ⅱ.〔1 刷〕→〔2 刷〕各ページの修正点 

※見出しのページ数：〔1 刷〕 

  修正文中のページ数：〔2 刷〕 

p.14③ はじめに＞科目の履修方法＞2024 年度スクーリング開講日程概要 

 ＜修正前＞                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜修正後＞ 
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Ⅱ.〔1 刷〕→〔2 刷〕各ページの修正点 

※見出しのページ数：〔1 刷〕 

  修正文中のページ数：〔2 刷〕 

p.15① はじめに＞科目の履修方法＞2024 年度スクーリング開講日程概要 

  ＜修正前＞                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜修正後＞ 
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Ⅱ.〔1 刷〕→〔2 刷〕各ページの修正点 

※見出しのページ数：〔1 刷〕 

  修正文中のページ数：〔2 刷〕 

p.15② はじめに＞科目の履修方法＞2024 年度スクーリング開講日程概要 

 ＜修正前＞ 

 

 

 

 

 
＜修正後＞ 
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見出し

p.21① 教員免許状・資格の取得＞教員免許状の取得 

 

 

p.21② 教員免許状・資格の取得＞教員免許状の取得＞既に教員免許状を所持し、新たに教

員免許状を取得する場合の注釈 

 

修正後）※1:教育職員免許法第 6 条は「教育職員検定」にあたり、教員免許状の授

与権者である都道府県教育委員会にて「受検者の人物、学力、実務及び

身体について、授与権者が行う」と規定されており、教育職員検定の内

容は本学では確認することができません。教育職員検定の内容をふま

え、「自身が教育職員免許法第 6 条関係を根拠に教員免許状の申請を行う

ことが可能であるか」については、都道府県教育委員会に確認してくだ

さい。⇒p.105 参照 

履修登録科目については、都道府県教育委員会に「法定科目区分に対す

る必要単位」を確認のうえ、pp.107～151 と照らし合わせて選択・登録

してください。 

   

 

p.22 教員免許状・資格の取得＞資格の取得＞浄土宗教師資格の取得＞開設課程 

  

 

 

 

 

 

修正後）約 140 単位 

 

 

 

削       除 

追 記 
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見出し

 

p.57 課程本科＞出願＞出願時に必要な書類 

 

修正後）●大学院の証明書は不可。 

 

 

p.66 課程本科＞開講科目＞「社会」免許状取得課程＞教育職員免許状第 5 条別表第 1 によ

る取得方法＞表中（教育の基礎的理解に関する科目等） 

 

p.70 課程本科＞開講科目＞「社会」「地理歴史」免許状取得課程＞教育職員免許状第 5 条別

表第 1 による取得方法＞表中（教育の基礎的理解に関する科目等） 

 

 

 

 

削  除 

 

削  除 

 

削 除 

削  除 

 

削  除 

 

削 除 

追 記 
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見出し

p.72 課程本科＞開講科目＞「社会」「公民」免許状取得課程＞教育職員免許状第 5 条別表第

1 による取得方法＞表中（教育の基礎的理解に関する科目等） 

  

 

p.76 課程本科＞開講科目＞「社会」「地理歴史」「公民」免許状取得課程＞教育職員免許状

第 5 条別表第 1 による取得方法＞表中（教育の基礎的理解に関する科目等） 

 

 

 

p.78 課程本科＞開講科目＞「宗教」免許状取得課程＞教育職員免許状第 5 条別表第 1 によ

る取得方法＞表中（教育の基礎的理解に関する科目等） 

 

 

p.80 課程本科＞開講科目＞「国語」免許状取得課程＞教育職員免許状第 5 条別表第 1 によ

る取得方法＞表中（教育の基礎的理解に関する科目等） 

 

 

削  除 

 

削  除 

 

削 除 

削  除 

 
削  除 

 

削 除 

削  除 

 
削  除 

 

削 除 

削  除 

 
削  除 

 

削 除 
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見出し

p.84 課程本科＞開講科目＞「中国語」免許状取得課程＞教育職員免許状第 5 条別表第 1 に

よる取得方法＞表中（教育の基礎的理解に関する科目等） 

 

p.86 課程本科＞開講科目＞「英語」免許状取得課程＞教育職員免許状第 5 条別表第 1 によ

る取得方法＞表中（教育の基礎的理解に関する科目等） 

 

p.88 課程本科＞開講科目＞「数学」免許状取得課程＞教育職員免許状第 5 条別表第 1 によ

る取得方法＞表中（教育の基礎的理解に関する科目等） 

 

p.94 課程本科＞開講科目＞特別支援学校免許状取得課程＞教育職員免許状第 5 条別表第 1

による取得方法＞表中（特別支援教育に関する科目） 

修正後）①発達障碍者 ②重複障害者 

 

p.98 科目履修コース＞募集定員・入学条件＞入学条件＞入学資格・修業年限 

削  除 

 

削  除 

 

削 除 

削  除 

 

削  除 

 

削 除 

削  除 

 

削  除 

 

削 除 

削 除 

① ② 
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見出し

 

 

p.99① 科目履修コース＞募集定員・入学条件＞入学条件＞特例制度による幼稚園教諭免許

状・保育士資格課程 

 修正後）※後期（10 月 1 日付入学）募集については、本学通信教育課程ホームペ

ージを確認してください。 

 

 

p.99② 科目履修コース＞募集定員・入学条件＞入学条件＞特例制度による幼稚園教諭免許

状・保育士資格課程 

 

 

p.102 科目履修コース＞出願＞出願時に必要な書類 

修正後）教育職員免許法第 5 条別表第 1 を根拠に不足する単位を修得される場合は

出身大学または短期大学にて履修指導を受けたうえ、教育職員免許法第 6

条 関係を根拠に単位を修得される場合は都道府県教育委員会にて「自身が

教育職員免許法第 6 条関係を根拠に教員免許状の申請を行うことが可能で

あるか」および「法定科目区分に対する必要単位」を確認のうえ、pp.107

～151 と照らし合わせて履修する科目(単位)の選択・登録を行ってくださ

い。 

削       除 

削       除 
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見出し

p.103 科目履修コース＞履修＞1 年間で登録・履修できる科目・単位について 

修正後）※後期(10 月 1 日付入学)募集については、本学通信教育課程ホームページ

を確認してください。 

 

 

p.104① 科目履修コース＞開講科目＞教員免許状課程＞取得できる教員免許状 

 

＜修正前＞ 

 

 

＜修正後＞ 

 

第 6 条別表第 4 
（同校種他教科免許状の取得） 

第 6 条別表第 4 
（同校種他教科免許状の取得） 
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見出し

p.104② 科目履修コース＞開講科目＞教員免許状課程＞取得できる教員免許状 

修正後）●教育職員免許法第 6 条は「教育職員検定」にあたり、教員免許状の授与

権者である各都道府県教育委員会にて「受検者の人物、学力、実務及び

身体について、授与権者が行う」と規定されており、教育職員検定の内

容は本学では確認することができません。教育職員検定の内容をふま

え、「自身が教育職員免許法第 6 条関係を根拠に教員免許状の申請を行う

ことが可能であるか」については、都道府県教育委員会に確認してくだ

さい。履修登録科目については、都道府県教育委員会に「法定科目区分

に対する必要単位」を確認のうえ、pp.107～151 と照らし合わせて選

択・登録してください。 

 

 

p.105 科目履修コース＞開講科目＞教員免許状課程＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

②追記 
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見出し

修正後）①教育職員検定の内容をふまえ、「教育職員免許法第 6 条関係を根拠に教

員免許状の申請を行うことが可能であるか」について都道府県教育委員

会に確認 

履修登録科目については、都道府県教育委員会に「法定科目区分に対す

る必要単位」を確認のうえ、pp.107～151 と照らし合わせて選択・登録 

 

②⋙ 教育職員免許法第 6 条関係を根拠に教員免許状取得を検討する場合の

都道府県教育委員会への確認事項および方法について 

1. pp.107～108、p.127、pp.137～138 を参照し、該当する根拠法令

を自身で確認する 

2. 教員としての在職年数が必要な場合、勤務形態や勤務年数を自身で確

認する(不明な場合は必ず勤務先に確認すること) 

3. 所轄(現職の方は勤務校所在地、現職でない方は居住地)の都道府県教

育委員会への問い合わせ方法を、該当のホームページ等で確認する 

(確認方法の指定や予約が必要な場合があります) 

4. 所轄の都道府県教育委員会への確認にあたって、必要な書類およびこ

の冊子を提示できるよう準備する 

5. 所轄の都道府県教育委員会にて、教育職員検定の内容をふまえ、「自

身が教育職員免許法第 6 条関係を根拠に教員免許状の申請を行うこと

が可能であるか」を確認する 

6. 教育職員免許法第 6 条関係を根拠に教員免許状の申請が可能な場合

は、都道府県教育委員会へ「法定科目区分に対する必要単位」を確認

する 

7. 都道府県教育委員会へ確認した必要単位をふまえ、pp.107～151 と

照らし合わせて履修が必要な科目を選択・登録する 

 

p.107 科目履修コース＞開講科目＞教員免許状課程（教育職員免許法第 6 条別表第 3） 

修正後）し、都道府県教育委員会による教育職員検定にて 

 

p.108① 科目履修コース＞開講科目＞教員免許状課程（教育職員免許法第 6 条別表第 4） 

修正後）し、都道府県教育委員会による教育職員検定にて 
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p.108② 科目履修コース＞開講科目＞教員免許状課程（教育職員免許法第 6 条別表第 4） 

修正後）都道府県教育委員会への確認事項および方法について 

教育職員検定の内容をふまえ、「自身が教育職員免許法第 6 条別表第 4 を根

拠に教員免許状の申請を行うことが可能であるか」および可能な場合の

「法 定科目区分に対する必要単位」については、以下の手順で都道府県

教育委員会に確認してください。 

1.所轄(現職の方は勤務校所在地、現職でない方は居住地)の都道府県教育委

員会への問い合わせ方法を、該当のホームページ等で確認する(問い合わせ

方法の指定や予約が必要な場合があります) 

2.所轄の都道府県教育委員会への確認にあたって、必要な書類およびこの冊

子を提示できるよう準備する 

3.所轄の都道府県教育委員会にて、教育職員検定の内容をふまえ、「自身が教

育職員免許法第 6 条別表第 4 を根拠に教員免許状の申請を行うことが可能

であるか」を確認する 

4.教育職員免許法第 6 条別表第 4 を根拠に教員免許状の申請が可能な場合

は、都道府県教育委員会へ「法定科目区分に対する必要単位」を確認する 

5.都道府県教育委員会へ確認した必要単位をふまえ、pp.128~136 と照らし

合わせて履修が必要な科目を選択・登録する(入学後、履修する科目の変更

不可) 

なお、pp.128~136 は、教育職員免許法施行規則第 15 条第 1 項の表に規定

する単位数をもとに作成しているため、当該選択例のとおり履修登録を行っ

た場合でも、申請先の都道府県教育委員会が定める教育職員検定の要件を充

足することを確約するものではありませんので留意してください。 

 

 

p.109① 科目履修コース＞開講科目＞教員免許状課程（教育職員免許法第 6 条別表第 7） 

修正後）し、都道府県教育委員会による教育職員検定にて 
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p.109② 

 

p.110① 科目履修コース＞開講科目＞教員免許状課程（教育職員免許法第 6 条別別表第 8） 

修正後）し、都道府県教育委員会による教育職員検定にて 

 

p.110② 科目履修コース＞開講科目＞教員免許状課程（教育職員免許法第 6 条別別表第 8） 

 

 
 

削 
 

 

除 

削       除 
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p.111① 科目履修コース＞開講科目＞教員免許状課程（教育職員免許法第 6 条別別表第 8） 

 

修正後）都道府県教育委員会への確認事項および方法について 

教育職員検定の内容をふまえ、「自身が教育職員免許法第 6 条別表第 8 を根

拠に教員免許状の申請を行うことが可能であるか」および可能な場合の

「法定科目区分に対する必要単位」については、以下の手順で都道府県教

育委員会に確認してください。 

1.教員としての在職年数が必要な場合、勤務形態や勤務年数を自身で確認

する(不明な場合は必ず勤務先に確認すること) 

2.所轄(現職の方は勤務校所在地、現職でない方は居住地)の都道府県教育委

員会への問い合わせ方法を、該当のホームページ等で確認する(問い合わ

せ方法の指定や予約が必要な場合があります) 

3.所轄の都道府県教育委員会への確認にあたって、必要な書類およびこの

冊子を提示できるよう準備する 

4.所轄の都道府県教育委員会にて、教育職員検定の内容をふまえ、「自身が

教育職員免許法第 6 条別表第 8 を根拠に教員免許状の申請を行うことが

可能であるか」を確認する 

5.教育職員免許法第 6 条別表第 8 を根拠に教員免許状の申請が可能な場合

は、都道府県教育委員会へ「法定科目区分に対する必要単位」を確認す

る 

6.都道府県教育委員会へ確認した必要単位をふまえ、以下のページと照ら

し合わせて履修が必要な科目を選択・登録する(入学後、履修科目の変更

不可) 

 

p.111② 科目履修コース＞開講科目＞教員免許状課程（教育職員免許法第 6 条別別表第 8） 

 

 
 

削       除 
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p.112～125 科目履修コース＞開講科目 

 

 １刷では第 5 条別表第 1、第 6 条別表第 3、第 6 条別表第 4、第 6 条別表第 7、第

6 条別表第 8 を根拠とする開講科目表を記載していましたが、2 刷では上記の法令

のうち第 6 条別表第 4、第 6 条別表第 8 を根拠とする開講科目表を別ページにそれ

ぞれ記載しているため、〔2 刷〕p.109～p.126 は、第 5 条別表第 1、第 6 条別表第

3、第 6 条別表第 7 を根拠とする開講科目表です。第 6 条別表第 4 は〔2 刷〕

p.127～136、第 6 条別表第 8 は〔2 刷〕p.137～151 の開講科目表を確認してく

ださい。 

＜表参照時の注意事項＞ 

   ①根拠とする該当法令を確認してください。 

   ②備考欄にも修正が入っている場合がありますので、改めてご確認をお願いし

ます。 

 

p.125 科目履修コース＞開講科目＞特別支援学校教諭免許状（「知的障害者に関する教育の

領域」・「肢体不自由者に関する教育の領域」・「病弱者に関する教育の領域」） 

 

修正後）①発達障碍者 ②重複障害者 ③「特別支援教育総論」 

 

 

p.136 科目履修コース＞開講科目 

修正後）※後期（10 月 1 日付入学）募集については、本学通信教育課程ホームペー

ジを確認してください。 

 

① ② 

③ 

https://tsushin.bukkyo-u.ac.jp/data/dp/gakubu_youkou2024/#page=111
https://tsushin.bukkyo-u.ac.jp/data/dp/gakubu_youkou2024/#page=129
https://tsushin.bukkyo-u.ac.jp/data/dp/gakubu_youkou2024/#page=139
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p.146 各種実習＞教育実習＞教育実習の詳細＞教育実習校の確保 

修正後）なお、状況によっては、実施できない場合があります。 

 

 

p.148 各種実習＞教育実習＞入学 1 年目実習を希望する方へ＞課程本科（幼稚園・小学

校・中学校・高等学校）教諭免許状取得課程で入学 1 年目実習を希望する方 

<修正前> 

追 記 
 

（次ページ参照） 
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＜修正後＞ 
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p.151 各種実習＞介護等体験 

修正後）●介護等体験は、日本国内での実施に限ります。 

 

 

p.155 各種実習＞ソーシャルワーク実習 

<修正前>  

追 記 
 

（次ページ参照） 
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＜修正後＞ 


